
中期目標（素案）の概要中期目標（素案）の概要中期目標（素案）の概要中期目標（素案）の概要        －地方独立行政法人広島市立病院機構－     

 

※ 概要の下線は、経営改善方策検討委員会の検討内容を踏まえた項目 

中期目標（素案）概要 説  明 

【前文】【前文】【前文】【前文】    

・法人化検討の背景や経営改善方策検討委員会による検討等、法人化に至る 

経緯 

・法人の役割を定款に基づき記載 

  

 

    第第第第１１１１    中期目標の期間中期目標の期間中期目標の期間中期目標の期間            

平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの４年間 

中期目標の期間は、市長から
示された中期目標の達成に向
け、その責任を負う理事長の任
期と合わせ４年間とする。 

    第第第第２２２２    市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項            

１１１１    市立病院として担うべき市立病院として担うべき市立病院として担うべき市立病院として担うべき医療医療医療医療    

  ⑴ 広島市民病院、安佐市民病院 

総合的で高水準な診療機能を有する本市中核病院としての役割(広島・安佐) 

市域、県域を超えた北部地域の中核病院としての役割（安佐） 

ア 初期から三次までの救急医療の提供（広島）、救急医療コントロール機

能の中心的役割（広島）、二次に加え実質的な三次救急医療の提供（安佐） 

イ 地域がん診療連携拠点病院として、がん診療機能の充実（広島・安佐） 

ウ 総合周産期母子医療センターとして、リスクの高い妊産婦、新生児への

医療提供（広島） 

エ 災害拠点病院として、災害時医療体制の確保（広島・安佐） 

オ へき地医療拠点病院として、北部地域医療機関に対する支援（安佐） 

⑵ 舟入市民病院 

  小児救急医療拠点病院、第二種感染症医療機関等としての役割 

ア 安定的な小児救急医療及び小児専門医療の提供 

イ 感染症患者の受入れ及び感染症病棟の機能強化 

ウ 広島市民病院との連携強化（病院機能の有効活用） 

⑶ リハビリテーション病院・自立訓練施設 

中途障害者に対する高度で専門的な医療、訓練等の一貫したリハビリテー

ションサービスの提供する役割 

ア 高度で専門的な回復期リハビリテーション医療の提供（病院）、広島市

民、安佐市民病院との連携強化による急性期から回復期リハへの一体的提

供（病院） 

イ 病院と連携した利用者の地域生活の再構築への支援（施設） 

ウ 本市身体障害者更生相談所が取り組む、地域リハ活動等への支援（病

院・施設） 

エ 他の市立病院間との医師や療法士等の交流によるリハビリテーション

医療の質の向上及び安定的な提供（病院） 

オ デルタ地帯被災時に備えた市立病院のバックアップ機能の強化（病院） 

 

２２２２    医療の質の向上医療の質の向上医療の質の向上医療の質の向上    

⑴  医療需要の変化、医療の高度化への対応 

医療スタッフの知識や技術の向上、診療科の再編等による診療体制の充

実、計画的な医療機器の整備･更新等 

 
 
最初に、１ 市立病院として担

うべき医療の目標を掲げ、 

それぞれの病院の役割、検討委
員会で今後の医療提供のあり方
として示された事項を記載し
た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療提供に当たっての２つの
視点として、 
２ 医療の質の向上 
３ 患者の視点に立った医療の

提供 
を掲げた。 

中期目標（素案）概要 説  明 

⑵ 医療の標準化の推進 

クリニカルパス（疾病別に退院までの治療内容を標準化した計画書）の活

用の拡大 

⑶ チーム医療の推進 

医療スタッフが診療科や職種を越えて連携し、専門性を生かした医療提

供の推進 

⑷ 医療の安全確保の徹底 

医療事故や院内感染等への適切な予防策の実施 

⑸ 医療に関する調査・研究の実施 

職員の自主的な研究活動への支援、研究成果の情報発信、治験の積極的な

取組 

 

３３３３    患者の視点に立った医療の提供患者の視点に立った医療の提供患者の視点に立った医療の提供患者の視点に立った医療の提供            

⑴ 病院情報の提供 

診療内容や治療実績などの情報提供 

⑵ 法令・行動規範の順守 

医療法をはじめとする関係法令及び行動規範の順守、個人情報保護等は本

市条例に基づき適切に対処 

⑶ 患者等への適切な医療情報提供、説明 

  ア インフォームド・コンセントの徹底 

イ セカンドオピニオンの実施 

⑷ 相談機能の強化 

患者等が抱える様々な相談への積極的な対応 

⑸ 患者サービスの向上 

職員接遇の向上、療養環境の改善、待ち時間短縮等の実施、ボランティア

の協力によるきめ細やかなサービス提供 

 

４４４４    地域地域地域地域のののの医療医療医療医療機関等と機関等と機関等と機関等とのののの連携連携連携連携    

⑴ 地域の医療機関との役割分担と連携 

適切な役割分担の下、紹介患者の受入れ・患者の逆紹介の積極的な実施、

地域連携クリニカルパスの作成・運用 

⑵ 地域の医療機関への支援 

高度医療機器の共同利用、オープンカンファレンス等の開催 

⑶ 保健機関、福祉機関との連携 

疾病の予防・再発防止への取組、退院後の介護等に対する支援の強化 

 

５５５５    市立病院間の連携の強化市立病院間の連携の強化市立病院間の連携の強化市立病院間の連携の強化    

⑴ 市立病院間の連携による医療機能の補完、効率的、効果的な運営、安芸市

民病院との連携 

⑵ 市立病院間での診療情報の円滑な伝達や共有化等（病院総合情報システム

の更新） 

６６６６    保健医療福祉行政への協力保健医療福祉行政への協力保健医療福祉行政への協力保健医療福祉行政への協力    

本市が実施する保健医療福祉施策への協力 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、病院が維持すべき３つ

連携として、 
４ 地域の医療機関等との連携 
５ 市立病院間の連携の強化 
６ 保健医療福祉行政への協力 
を掲げた。 
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中期目標（素案）概要 説  明 

 第３第３第３第３    業務運営の改善及び効率化に関する業務運営の改善及び効率化に関する業務運営の改善及び効率化に関する業務運営の改善及び効率化に関する事事事事項項項項            

１１１１    業務運営体制の確立業務運営体制の確立業務運営体制の確立業務運営体制の確立    

   自律的・機動的な病院運営体制の構築 

・理事会を中心とした組織体制の整備 

・機構内での適切な権限配分 

・職員の積極的な経営参画意識の醸成 

 

２２２２    人材の確保、育成人材の確保、育成人材の確保、育成人材の確保、育成    

⑴ 病院を取り巻く環境変化に迅速、柔軟に対応した人材の確保 

多様な採用方法や雇用形態の検討 

⑵ 事務職員の専門性の向上 

戦略的な病院経営を企画・立案できる事務職員の確保・育成 

⑶ 研修の充実 

ア 院内研修の充実や各種学会・研修会への参加、派遣研修など多様な研修

機会の拡充 

イ 臨床研修医等の積極的な受入れ、看護専門学校等との連携による優れた

看護師等の確保、育成 

 

３３３３    弾力的な予算の執行、組織の見直し弾力的な予算の執行、組織の見直し弾力的な予算の執行、組織の見直し弾力的な予算の執行、組織の見直し    

弾力的な予算執行、多様な契約方法の導入、迅速、柔軟な組織や人員配置の

見直し 

 

４４４４    意欲的に働くこと意欲的に働くこと意欲的に働くこと意欲的に働くことののののできるできるできるできる、働きやすい、働きやすい、働きやすい、働きやすい職場環境づくり職場環境づくり職場環境づくり職場環境づくり    

⑴  病院の実態に即した人事・給与制度の構築 

法人の経営状況を踏まえつつ、職員の勤務実態等が適正に評価される人

事・給与制度の構築 

⑵ 適切な役割分担と業務の負担軽減 

   補助職員の採用による医療スタッフの負担軽減 

⑶  ワーク・ライフ・バランスの推進 

子育て支援の充実等 

 

５５５５    外部外部外部外部評価評価評価評価等の活用等の活用等の活用等の活用    

  会計監査人による監査、本市評価委員会による評価、患者等利用者の意見を

踏まえた法人の業務運営の改善 

 
 
様々な病院運営上の課題の解

決が、法人化の大きな目的であ
ることから、病院が日常的に意
識し、検討委員会で課題として
検討した事項を中心に記載し
た。 

 
 

中期目標（素案）概要 説  明 

 第第第第４４４４    財務内容の改善に関する財務内容の改善に関する財務内容の改善に関する財務内容の改善に関する事項事項事項事項        

経営の安定化の推進経営の安定化の推進経営の安定化の推進経営の安定化の推進    

・ 法人の経営努力だけでは維持することが困難な公共性の高い医療を提供 

するために必要となる経費の本市負担の維持 

・ 本市経費負担後の中期目標期間中の経常収支の黒字の維持 

・ 適正な病床等の管理、診療報酬改定への的確な対応、適切な未収金対策 

・ 法人制度の利点を生かした効率的な病院運営 

  

 
委員会報告にある移行に当た

って留意すべき事項に、「市は、

法人の経営努力だけでは維持す
ることが困難な公共性の高い医
療の提供について、責任を持っ
て財政支援を行うこと」とされ
ていることから、同様の趣旨を
記載した。 

 第第第第５５５５    その他業務運営に関するその他業務運営に関するその他業務運営に関するその他業務運営に関する重要重要重要重要事項事項事項事項        

安佐市民病院の建替えと医療機能の拡充安佐市民病院の建替えと医療機能の拡充安佐市民病院の建替えと医療機能の拡充安佐市民病院の建替えと医療機能の拡充    

・ 耐震性の向上と老朽化・狭あい化の解消、高度で先進的な医療機能の拡充

等への対応を図るための建替え 

・ 建替えに当たっての本市との連携 
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